
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本工機㈱
東京都港区西新橋２－
３６－１

　本件は、日本工機㈱白河製造所で実施される被弾損
傷性の研究の燃料タンク基礎模型破壊損傷性試験にお
いて、20mm試験砲の設置・撤収・整備・射撃、20mm砲
弾の薬量調整・運搬・不発射時の処置及び射場監視を
行うものである。そのためには、20mm試験砲・20mm砲
弾の性能と機能及び日本工機㈱白河製造所における射
場運用に関する知識と経験を必要とする。
　日本工機㈱は、本試験で使用する20mm砲弾の製造会
社であり、その構造、特性等に熟知している。また、本試
験において使用する射場の所有者で射場運用にも精通
しており、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

1,869,000

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、日本油脂㈱神岡出張所において、新戦車の
試作のうち120mm戦車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃
試験を行うものである。その際、移動式恒温槽設置位置
の点検・設置、射撃を行うための砲の設置、交換及び弾
薬を火薬庫から移動式恒温槽に搬入する作業が必要と
なる。
　本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき
火薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化
許可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日
本油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは
許可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安
基準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた
操縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,716,350

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

被弾損傷性の研究
のための労務借上
（その１）

１件

備考

試験準備作業

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
ダイキン工業㈱
東京都港区港南２－１
８－１

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、新戦車の試作のうちの徹甲弾Ⅳ型の
弾丸飛翔特性及び弾道特性確認に関する射撃諸元算
定の支援、計測器材の準備撤収支援及び計測支援並び
にデータ解析の支援を行うものである。そのためには、
徹甲弾Ⅳ型の砲内弾道特性の解析と射撃諸元算定を
行う専用プログラム及び徹甲弾Ⅳ型について理解してい
る必要がある。
　ダイキン工業㈱は、徹甲弾Ⅳ型の設計・製造を担当
し、その材質・構造、機能・性能、取扱方法について熟知
している。また、砲内弾道解析プログラムについて精通し
ており、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

3,431,400

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、日本油脂㈱神岡出張所において、新戦車の
試作のうち120mm戦車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃
試験を行うものである。その際、徹甲弾Ⅳ型の飛しょうす
る弾丸部の衝撃波及び衝突から、弾着地の防護のため
の整備及びこれらの周囲に配置した計測機材及び施設
を防護することが必要となる。
　本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき
火薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化
許可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日
本油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは
許可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安
基準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた
操縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

1,648,500

弾着地整備準備作
業

１件

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その２）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
㈱日本製鋼所
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、新戦車の試作のうちの120mm架台砲
Ⅳ型の点検・整備の補助、射撃の補助及び新戦車の専
用試験装置である砲身内径計測具、砲身内面計測具、
射撃データ解析装置、砲身垂下用測定装置に関する計
測の補助、データ解析の補助を行うものである。そのた
めには、砲身内面計測具及び火砲の駐退復座を高精度
で計測するための補用品及び各種センサについて理解
している必要がある。
　㈱日本製鋼所は、120mm砲について武器等製造法で
許可された唯一の会社であることに加え、120mm架台砲
Ⅳ型の設計及び製造を担当し、その操作、機能・性能に
ついて熟知しており、本件を実施できる唯一の会社であ
る。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

7,279,650

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、日本油脂㈱神岡出張所において、新戦車の
試作のうち120mm戦車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃
試験を行うものである。その際、徹甲弾Ⅳ型の砲口離脱
後に弾丸部から分離し、高速で飛しょうするサボを所定
の位置で止め、これらの周囲に配置した計測機材を防
護することが必要となる。
　本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき
火薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化
許可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日
本油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは
許可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安
基準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた
操縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,656,500

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その３）

１件

サボ止め設置作業

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－１
６－５

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、新戦車の試作のうちの120mm架台砲
Ⅳ型及び徹甲弾Ⅳ型を用いて、弾丸飛翔特性及び弾道
特性を確認するための支援を行うものである。そのため
には、環境印加した徹甲弾Ⅳ型の射撃により発生する
個々の条件の120mm架台砲Ⅳ型の駐退機の後復座運
動量から、砲塔システム、車体システムに対する各構成
品に対する負荷効率を解析するため、システム全体に対
する性能・強度等の知識が必要となる。
　三菱重工業㈱は、新戦車の試作の契約相手方として、
120mm架台砲Ⅳ型及び徹甲弾Ⅳ型の試作品基本設計
をはじめ、システム設計及び製造を担当し、その機能・性
能の技術情報について熟知しており、本件を実施できる
唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4
項）

1,772,400

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
中国化薬㈱
東京都中央区日本橋
本町４－５－１４

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、新戦車の試作のうちの徹甲弾Ⅳ型及
び120mmTKG、JM33装弾筒付翼安定徹甲弾に関する保
温、恒温及び運搬の補助並びに当該弾薬に関する計測
の支援を行うものである。そのためには、通常の弾薬取
扱技術に加えて、薬量調整時に必要な専用治具の使用
技術及び不発射弾発生時には安全な廃薬処置のため、
弾薬を発射薬、火管及び燃焼薬莢に分解する技術が必
要である。
　中国化薬㈱は、徹甲弾Ⅳ型及びJM33の製造、火工品
作業及び最終組立を担当し、その操作、機能及び性能
について熟知している。また、過去の性能確認試験等に
おいてJM33を取り扱ってきた経験を有する唯一の会社
であり、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

1,543,500

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その４）

１件

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その５）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、日本油脂㈱神岡出張所において、新戦車の
試作のうち120mm戦車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃
試験を行うものである。その際、射撃により損壊した布的
用の架台及びチップボードの架台の修復、弾着地の修
復を行うことが必要となる。
　本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき
火薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化
許可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日
本油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは
許可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安
基準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた
操縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,787,750

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
旭化成ケミカルズ㈱
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、弾道特性試験に関する試験準備、撤収
及び発射薬の性能確認の補助並びにデータ解析の補助
を行うものである。そのためには、砲内での燃焼圧力（腔
圧）を高精度で計測するための補用品及びピエゾ圧力セ
ンサの破損の迅速な発見及び交換・調整を実施し、腔圧
データから得られる発射薬性能を解析するため、徹甲弾
Ⅳ型の発射装薬の性能に関する技術情報が必要であ
る。
　旭化成ケミカルズ㈱は、徹甲弾Ⅳ型の発射薬の設計
及び製造を担当し、環境印可した発射薬の性能に関す
る知識・技術を有している。また、発射薬の燃焼計算及
び圧力に関する知識・技術情報を有しており、本件を実
施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条
の3第4項）

1,751,400

弾着地および布的
等修復作業

１件

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その６）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、日本油脂㈱神岡出張所において、新戦車の
試作のうち120mm戦車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃
試験を行うものである。その際、弾丸の速度を計測する
ことを目的としたドップラーミラー用架台等の捕集が必要
であるとともに、射撃により損壊したサボ止め及び250m
点標的の設置・交換作業を行うことが必要となる。
　本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき
火薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化
許可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日
本油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは
許可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安
基準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた
操縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,882,250

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月2日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち弾薬安全性試
験（１）において、新戦車の試作のうちの120mm架台砲
Ⅳ型及び徹甲弾Ⅳ型を用いて、500mの射撃試験を行う
ものである。そのためには、砲内弾道特性データの計測
にあたり、各射撃毎、試験工程前に計測機器の調整を
行い、高精度な砲内における弾丸速度データの取得と
解析を行うことが必要である。また、本試験実施場所
は、神岡鉱山の坑内で密閉された特殊な環境下にある
射場であり、所要のデータを取得するには、日本油脂㈱
神岡試験場における安全確保及び神岡鉱山での試験経
験及び知識が必要である。
　日本油脂㈱は、本試験実施場所の管理・運営を行い
坑内における射撃試験に関する知識と経験を有してい
る。また、射撃・弾薬・弾着安全管理並びに砲内弾道特
性データ計測及びデータ解析に精通しており、本件を実
施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条
の3第4項）

13,314,000

標的設置・交換等
作業

１件

弾薬安全性（１）の
ための労務借上
（その７）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月3日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、新戦車の性能確認試験において、120mm戦
車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃試験を行うものであ
る。その際、弾丸の速度を計測することを目的としたドッ
プラーミラー用架台等の捕集が必要であるとともに、射
撃により破損したサボ止めの損傷の補修を行うことが必
要となる。
本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき火
薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化許
可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日本
油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは許
可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安基
準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた操
縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,787,750

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月3日
旭化成ケミカルズ㈱
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、将来装輪戦闘車両の性能確認試験のうち、旭
化成ケミカルズ㈱あいばの試験所で実施される第４次
ショットボンブ射撃時車体動揺基礎試験において、試験
準備等作業を行うものである。本件を実施するにあた
り、上記会社あいばの試験所が所有する100m射場を使
用するため、あいばの試験所管理規則を遵守する必要
がある。試験中の補助作業（射だ整備、重量物の運搬、
土嚢の設置・撤去等）を行うにあたり、管理規則では、同
社が入場を認定している業者から手配する必要がある。
　旭化成ケミカルズ㈱は、試験実施射場管理者であり、
また、試験実施に関する豊富な知識・経験を有する会社
であり、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

2,961,000

サボ止め等補修作
業

１件

試験準備等作業

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月4日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、新戦車の性能確認試験において、120mm戦
車砲及び徹甲弾Ⅳ型を用いて射撃試験を行った際、定
量的な試験評価を行うため、砲側の周囲に徹甲弾のサ
ボから各種計測器材を防護するためサボ止めを作製・
設置した。このため、試験終了後、サボ止めの撤収を行
い、試験実施射場を実施前の状態に回復させることが必
要である。
本作業場所は、日本油脂㈱が火薬類取締法に基づき火
薬類消費場所として管轄の岐阜県知事へ火薬類消化許
可申請書を提出し、許可を得ている。これを受けて日本
油脂㈱が定める危害予防規定では、本作業場所へは許
可を受けた者以外の立入は認められず、また、保安基
準を満たした特殊な車両を、教育・技能講習を受けた操
縦者が操作する必要がある。
　日本油脂㈱は、本作業場所の管理・運営を行い、火薬
類取締法に基づき定められた危害予防規定によって立
入が認められている。また、坑内試験場を走行できる保
安基準を満たした車両及び操縦者を有しており、本件を
実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29
条の3第4項）

2,719,500

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月10日
旭化成ケミカルズ㈱
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、将来装輪戦闘車両の性能確認試験のうち、旭
化成ケミカルズ㈱あいばの試験所で実施される第４次
ショットボンブ射撃時車体動揺基礎試験において、安全
管理、火器類取扱、計測器材の準備、設置、撤収作業
等の支援を行うものである。本件を実施するにあたり、
上記会社あいばの試験所が所有する100m射場を使用
するため、あいばの試験所管理規則を遵守する必要が
ある。この管理規則には、試験隊の編成上、指揮統制、
安全管理、火器取扱担当者を最低１名同社社員から選
任する必要がある。
　旭化成ケミカルズ㈱は、試験実施射場管理者であり、
また、試験実施に関する豊富な知識・経験を有する会社
であり、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

11,886,000

試験撤収作業

１件

将来装輪戦闘車両
の性能確認試験の
ための労務借上
（その１８）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月10日
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－１
６－５

　本件は、88式地対艦誘導弾（改）（その３）誘導弾構成
品のうち、信管の接続回路について、分解及び点検作業
を行うものである。本件の実施にあたっては、接続回路
本体について分解及び点検作業を行うが、そのために
は、88式地対艦誘導弾本体からの入力信号との整合性
等についての調査が必要となる。したがって役務の対象
となる接続回路のみでなく、誘導弾本体を含めた設計に
ついての十分な知識を有し、取扱に精通している必要が
ある。
　三菱重工業㈱は、88式地対艦誘導弾（改）の製作請負
会社であり、信管及び誘導弾の設計及びシステム全般
について専門知識を有しており、本件を実施できる唯一
の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

2,967,300

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月12日
㈱日本製鋼所
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、将来装輪戦闘車両の性能確認試験のうち、旭
化成ケミカルズ㈱あいばの試験所で実施される第４次
ショットボンブ射撃時車体動揺基礎試験において、射撃
の計測、砲の安全点検に関する支援及びデータ解析支
援を行うものである。本件を実施するにあたり、各種セン
サ、計測機器等の破損の迅速な発見及び交換・調整を
行う必要がある。また、火砲の故障特定技術及び適切な
部品を交換し、火砲を復旧する技術が必要である。
　㈱日本製鋼所は、火砲について武器等製造法で許可
された唯一の会社であることに加え、火砲の基本設計を
はじめシステム設計及び製造を担当しており、火砲の操
作、機能・性能に関する知識・技術情報を有するため、
試験実施に関して豊富な知識・経験を有しており、本件
を実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第
29条の3第4項）

12,248,250

信管の分解・点検
作業

１件

将来装輪戦闘車両
の性能確認試験の
ための労務借上
（その１６）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月12日
㈱小松製作所
東京都港区赤坂２－３
－６

　本件は、将来装輪戦闘車両の性能確認試験のうち、旭
化成ケミカルズ㈱あいばの試験所で実施される第４次
ショットボンブ射撃時車体動揺基礎試験において、試験
用車体（１）の車体動揺の計測及び車体動揺に関する
データ解析の支援を行うものである。本試験は、懸架特
性を変更し、ショットボンブの射撃時の車体変位、車体動
揺角、各懸架変位、タイヤ変位を計測するものであり、
平成16年度から実施している将来装輪戦闘車両の性能
確認試験で得られた私権用車体（１）の動揺結果とデー
タの整合性及び有効性の確認が必要である。また、試験
用車体（１）の故障時には、迅速な発見及び交換が必要
であり、設計・製造に係る技術的な細部について熟知し
ている必要がある。
　㈱小松製作所は、試験用車体（１）の設計・製造を行
い、その機能・性能について熟知しており、本件を実施で
きる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3
第4項）

13,646,850

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月17日
ダイキン工業㈱
東京都港区港南２－１
８－１

　本件は、新戦車の性能確認試験(弾薬安全性試験(２
－１))において実施する火薬類耐熱類試験に使用する耐
熱試験用供試品を製造するものである。本供試品は、新
戦車用の徹甲弾のファストクックオフ試験を実施する前
に、発射薬単体の耐熱性を、比較発射薬として現用
120mm徹甲弾の発射薬とともに計測するためのもので
ある。そのため、それぞれの弾薬と同一設計の発射薬を
使用する必要がある。
　ダイキン工業㈱は、新戦車用徹甲弾発射薬の設計を
行っているとともに、現用120mm徹甲弾用発射薬のライ
センスを取得し、生産する国内唯一の会社であり、本件
を実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第
29条の3第4項）

2,987,250
耐熱試験用供試品

１式

将来装輪戦闘車両
の性能確認試験の
ための労務借上
（その１７）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月17日
旭化成ケミカルズ㈱
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、将来装輪戦闘車両の性能確認試験ののうち、
旭化成ケミカルズ㈱あいばの試験所で実施される第４次
ショットボンブ射撃時車体動揺基礎試験において発生し
た弾丸の射だからの撤去及び切断作業を行うものであ
る。本件を実施するにあたり、旭化成ケミカルズ㈱あい
ばの試験所が所有する射だ及び切断機を使用するた
め、あいばの試験所の管理規則を遵守する必要があ
る。
　旭化成ケミカルズ㈱は、試験実施射場管理者であり、
また、試験実施に関する豊富な知識・経験を有する会社
であり、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法
令：会計法第29条の3第4項）

2,976,750

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
ダイキン工業㈱
東京都港区港南２－１
８－１

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち日本油脂㈱神
岡出張所にて実施される正面要部耐弾性試験におい
て、120mmTKG、JM33装弾筒付翼安定徹甲弾に関する
射撃諸元算定及び不発射時の処置に関する支援を行う
ものである。本試験では試験用標的に対し、120mm架台
砲での射撃を行う。射撃の際、所定の速度、照準点をね
らう必要があり、製造ロット、前弾の飛翔経路等を考慮し
たうえで、弾薬の発射薬量、射角等の射撃諸元を算定し
なければならなず、この算定には、弾薬の構造、特性に
関する知識と弾頭の飛翔に関する専門知識が必要不可
欠である。
　ダイキン工業㈱は、試験弾の製造会社であり、弾薬の
構造、特性等に関する知識と弾頭の飛翔に関する専門
知識を有しており、本件を実施できる唯一の会社であ
る。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

2,005,500

弾丸切断等作業

１件

正面要部耐弾性試
験のための労務借
上（その２）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
㈱日本製鋼所
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち日本油脂㈱神
岡出張所にて実施される正面要部耐弾性試験におい
て、使用する120mm架台砲の整備、計測及び射撃の補
助を行うものである。本試験を実施するにあたり、120mm
架台砲の射撃操作、安全点検に関する知識を有するこ
とはもちろん、不発射が発生した場合、120mm架台砲の
砲座部分や砲電気装置に異常の有無を点検し、故障の
有無を判断する必要があり、そのためには120mm架台
砲に関する知識と技術が必要不可欠である。
　㈱日本製鋼所は、120mm架台砲について武器等製造
法で許可された唯一の会社であることに加え、120mm架
台砲の設計・製造会社であり、その構造及び機能・性能
について熟知しており、本件を実施できる唯一の会社で
ある。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

4,189,500

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－１
６－５

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち日本油脂㈱神
岡出張所にて実施される正面要部耐弾性試験におい
て、砲塔(右)(左)モジュール型装甲、砲塔架台、車体架
台、ターンテーブル用架台の設置・撤収、計測及び整備
の補助を行うものである。本件を実施するにあたり、モ
ジュール装甲に対して設置、射撃及び計測を行うため、
試験用標的の構造、特性、強度等に関する知識が必要
である。
　三菱重工業㈱は、モジュール装甲及び試験用架台の
設計及び製造会社であり、試験用標的の構造、特性等
に関して熟知しており、本件を実施できる唯一の会社で
ある。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

3,076,500

正面要部耐弾性試
験のための労務借
上（その４）

１件

正面要部耐弾性試
験のための労務借
上（その３）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
旭化成ケミカルズ㈱
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち日本油脂㈱神
岡出張所にて実施される正面要部耐弾性試験におい
て、弾道特性試験に関する試験準備、撤収及び発射薬
の性能確認の補助並びにデータ解析の補助を行うもの
である。本件を実施するにあたり、徹甲弾Ⅳ型に関する
信頼の高い発射装薬の燃焼特性を得るために、砲内で
の燃焼圧力(腔圧)を高精度で計測するための補用品及
びピエゾ圧力センサの補損の迅速な発見及び交換・調
整を実施し、腔圧データから得られる発射薬性能を解析
するため、徹甲弾Ⅳ型の発射装薬の性能に関する技術
情報が必要である。
　旭化成ケミカルズ㈱は、本試験に用いる徹甲弾Ⅳ型の
発射薬の設計及び製造を担当し、環境印加した徹甲弾
Ⅳ型の発射薬の性能に関する知識・技術を有している。
また、徹甲弾Ⅳ型の発射薬の燃焼計算及び圧力に関す
る知識・技術情報を有しており、本件を実施できる唯一
の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

1,000,650

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
日本油脂㈱
東京都渋谷区恵比寿４
－２０－３

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち日本油脂㈱神
岡出張所にて実施される正面要部耐弾性試験におい
て、新戦車の試作のうちの120mm架台砲Ⅳ型を用いて
射距離250mの射撃を行い、モジュール装甲の耐弾性評
価を行うものである。そのためには、砲内弾道特性デー
タの計測にあたり、各射撃毎、試験工程前に計測機器の
調整を行い、高精度な砲内における弾丸速度データの
取得と解析を行うことが必要である。また、本試験実施
場所は、神岡鉱山の坑内で密閉された特殊な環境下に
ある射場であり、所要のデータを取得するには、日本油
脂㈱神岡試験場における安全確保及び神岡鉱山での試
験経験及び知識が必要である。
　日本油脂㈱は、本試験実施場所の管理・運営を行い
坑内における射撃試験に関する知識と経験を有してい
る。また、射撃・弾薬・弾着安全管理並びに砲内弾道特
性データ計測及びデータ解析に精通しており、本件を実
施できる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条
の3第4項）

7,620,900

正面要部耐弾性試
験のための労務借
上（その６）

１件

正面要部耐弾性試
験のための労務借
上（その７）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－１
６－５

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち、単車野外試験
において、新戦車（その３）のうち車体部（その２）に砲塔
部（その３）を搭載して野外を走行する際に、前方を横行
する目標を追尾した場合の射撃統制誤差に関するデー
タの取得を支援するものである。本件の実施にあたって
は、新戦車（その３）の機能、性能、取扱方法を熟知し、
射撃統制誤差、照準誤差の計測及び算出に必要な技術
を有する必要がある。
　三菱重工業㈱は、車体部の設計及び砲塔部の製造を
担当しており、その操作、機能・性能について熟知してお
り、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会
計法第29条の3第4項）

4,079,250

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日

エム・エイチ・アイさが
みハイテック㈱
神奈川県相模原市田
名３０００

　本件は、新戦車の性能確認試験のうち、単車野外試験
において、新戦車（その３）のうち車体部（その２）に砲塔
部（その３）を搭載して野外を走行する際に、前方を横行
する目標を追尾した場合の射撃統制誤差に関するデー
タの取得を支援するものである。本件の実施にあたって
は、砲塔部に搭載された視察照準装置の機能、性能、
取扱方法を熟知し、射撃統制誤差、照準誤差の計測及
び算出に必要な技術を有する必要がある。
　エム・エイチ・アイさがみハイテック㈱は、砲塔部に搭載
された視察照準装置の製造を担当しており、その機能・
性能について熟知しており、本件を実施できる唯一の会
社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

2,373,000

単車野外試験（２）
のための労務借上
（その１）

１件

単車野外試験（２）
のための労務借上
（その２）

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日

㈱アイ・エイチ・アイ・エ
アロスペース
東京都江東区豊洲３－
１－１

　本件は、知能化弾システムの性能確認試験において、
知能化弾システム（その２）の試作のうち分離減速確認
弾及びその専用試験装置に関する点検及び運用並びに
ロケット組立装置に関する計測・技術支援及びデータ取
得・解析支援を行うものである。本件の実施にあたって
は、分離減速確認弾に関するシステム構成、耐強度性
能、加工品類の安全性及び細部構造並びに機能・性能
に関する専門的知識が必要であり、、また、専用試験装
置のうち、テレメータ受信、発射装置、発射制御装置、安
全機構、システム性能に係わる迅速な異常の有無発見
及び交換・調整技術並びに効率のよい運用技術が必要
である。
　㈱アイ・エイチ・アイ・エアロスペースは、知能化弾シス
テム（その２）のシステム設計及び製造、組立を担当し、
その関連技術、操作、機能及び性能について熟知してお
り、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法令：会
計法第29条の3第4項）

33,894,000

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
㈱ノビテック
東京都渋谷区恵比寿
西１－１８－４

　本件は、新戦車の性能確認試験において、120mm架
台砲から発射された弾丸の飛しょう特性及び装弾筒部
の離脱状況及びモジュール装甲着弾時の被弾状況を撮
影するため、高速現象可視化装置及び高速破壊現象解
析装置に係わる支援作業を行うものである。本試験にお
いては、上記計測を実施するため、デジタルメモリ記録
方式の高速度ビデオ「Phantom」を使用して撮影する必
要がある。高速度ビデオによる撮影には専門的知識が
必要であり、「Phantom」本体の構造を熟知し、さらに高
速度ビデオの撮影に関する専門的知識、経験、技術に
精通した技術者及び実績を有している必要がある。
　㈱ノビテックは、「Phantom」の国内唯一の販売代理店
であり、また、装置運用・カスタマーサポート面に関する
技術的能力及び作業実績を有しており、本件を実施でき
る唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4
項）

1,837,500

知能化弾システム
の性能確認試験の
ための労務借上
（その１０）

１件

高速度撮影支援作
業

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
㈱ノビテック
東京都渋谷区恵比寿
西１－１８－４

　本件は、知能化弾システムの性能確認試験のうち分離
減速確認弾発射試験において飛翔体の弾道追尾及び
飛翔プロファイルを子弾散布計測装置を用いて計測等
の支援作業を行うものである。本試験にあたっては、子
弾散布計測装置に関する十分な専門知識と高度な計測
技術者を有していなければ実施することが不可能であ
る。
　㈱ノビテックは、子弾散布計測装置の国内唯一の輸入
代理店として納入した会社であり、本装置を用いた飛翔
追尾の計測技術及び本装置の細部機能・性能に精通し
ており、本装置を用いた飛翔体の計測技術者を保有して
いる。また、官の実施する他の試験における同様の計測
作業の支援を多数請け負っていることと同時に、平成17
年12月に実施した分離減速確認弾発射試験において同
様の計測を請け負った実績を有しており、本件を実施で
きる唯一の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3
第4項）

2,625,000

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日

㈱ナックイメージテクノ
ロジー
東京都千代田区三番
町八番地七

　本件は、知能化弾システムの性能確認試験で実施す
る分離減速確認弾発射試験において飛翔体の発射状況
及び分離状況を当研究所が所有する高速度デジタルビ
デオカメラを用いて撮影等を行う作業である。本試験の
実施にあたっては、高速度画像を取得するための作動
位置解析装置に関する専門知識と撮影技術を有してい
なければ実施することが不可能である。
　㈱ナックイメージテクノロジーは、作動位置解析装置を
製造・販売しており、これを用いた高速度デジタル画像
撮影技術及びこれらの装置の細部機能・性能に精通し
ている。また、作動位置解析装置を用いた各種飛翔体の
画像撮影技術者を保有し、官の実施する他の試験にお
ける同様の高速度画像撮影をはじめ、前回実施した同
一の発射試験における高速度画像撮影の実績を有して
おり、本件を実施できる唯一の会社である。（根拠法令：
会計法第29条の3第4項）

1,816,500

子弾散布計測装置
を用いた計測等作
業

１件

高速度画像撮影等
作業

１件



契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の
役員の数

公 共 調 達 の 適 正 化 につ いて（平 成 １８年 ８月 ２５日 付 財 計 第 ２０１７号 ）に基 づ く随 意 契 約 に係 る情 報 の 公 表 （物 品 役 務 等 ）

物品役務等の名称
及び数量

備考

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月19日
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－１
６－５

　本件は、車両コンセプトシミュレータ（その３）の性能確
認試験（総合ＨＩＬＳ試験）において、９０式戦車を車両振
動試験装置の加振機から撤収するものである。そのた
めには、車両振動試験装置及び９０式戦車の構造、機
能・性能、取扱方法等に関して熟知している必要があ
る。
　三菱重工業㈱は、車両コンセプトシミュレータ（その３）
の研究試作の契約相手方であり、９０式戦車及び車両振
動試験装置の製造を行い、これらの構造、機能・性能、
取扱方法等に関して熟知しており、本件を実施できる唯
一の会社である。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

1,449,000

契約担当官
防衛庁技術研究本部陸上
装備研究所
総務課長　　大野　哲朗
神奈川県相模原市淵野辺
２－９－５４

平成18年10月25日
㈱日本製鋼所
東京都千代田区有楽
町１－１－２

　本件は、弾道シミュレータ（その１）の性能確認試験のう
ち弾道予測試験（４）において支援作業を行うものであ
る。本試験においては、研究試作した弾道統合化プログ
ラム（基本モジュール）を用いて、弾道特性評価試験（４）
で使用する「120mmTKG、JM33装弾筒付翼安定徹甲
弾」、「120mmTKG、JM12A1対戦車りゅう弾特てん弾」及
び「試験砲」のモデルを作成し、薬量、射角等の射撃条
件が砲内弾道に及ぼす影響を検討する。
　試験砲のモデル作成では、高精度な弾道シミュレー
ション試験を行うため、製造図面レベルの寸法・形状を
入力し、本プログラムにおいてモデル作成をすることが
必要である。
　㈱日本製鋼所は、試験砲についての武器等製造法で
許可された唯一の会社であることに加え、本試験に係わ
る試験砲の製造を担当し、試験砲のモデル作成に必要
な知識を有しており、本件を実施できる唯一の会社であ
る。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）

1,233,750

総合ＨＩＬＳ試験に
係る車両振動試験
装置からの車両撤
収作業

１件

弾道シミュレータ
（その１）の性能確
認試験のための労
務借上（その１６）

１件


